
第五回

参第七号

農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律（案）

（産業組合からの資産の譲受等）

第一条　農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）その他協同組織の発達を図る

ことを目的とする法律により設立された農業協同組合その他の組合（産業組合を除く。

以下組合という。）で産業組合の組合員たる者の全部又は一部をその組合員とし、且つ、

その産業組合の事業と同種の事業を行うことを目的とするものは、行政庁の認可を受け

て、その産業組合に対し、その資産の譲受又は資産の譲受及び債務の引受に関する協議

を求めることができる。

２　前項の規定により譲り受ける資産の額のその産業組合の資産の総額に対する割合は、

その産業組合の組合員の持分の総額のうち、同項の認可を受けた組合の組合員たる者が

その産業組合の組合員として有する持分の額の占める割合をこえることができない。

３　前項の規定の適用については、持分の額は、第一項の認可のあつた時以前でこれに最

も近い時において、その産業組合の定款の定めるところにより算定された持分の額によ

る。

４　第一項の場合において、協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、

同項の認可を受けた組合は、行政庁に対し、裁定を申請することができる。

５　前項の申請があつたときは、行政庁は、遅滞なく、当事者の意見をきいて、裁定をし

なければならない。

６　前項の裁定は、その申請の範囲をこえることができない。

７　第五項の裁定があつたときは、その裁定のあつた日に、その裁定の定めるところによ

り、当事者間に、協議がととのつたものとみなす。

８　行政庁は、第五項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければ

ならない。

９　第五項の裁定に定める対価について不服のある者は、訴をもつて、その金額の増額を

請求することができる。但し、前項の通知を受けた日から三箇月を経過したときは、こ

の限りでない。

10　第一項の認可の取消又は第五項の裁定の取消若しくは変更を求める訴は、その認可を

受けた日又は第八項の通知を受けた日から三箇月を経過したときは、提起することがで

きない。

（産業組合連合会からの資産の譲受等）

第二条　前条第一項に規定する法律により設立された農業協同組合連合会その他の連合会

（産業組合連合会を除く。以下連合会という。）は、行政庁の認可を受け、左の各号の

定めるところにより、産業組合連合会に対し、その資産の譲受又は資産の譲受及び債務

の引受に関する協議を求めることができる。



一　産業組合連合会の会員たる者の全部又は一部をその会員とし、且つ、その産業組合

連合会の事業と同種の事業を行うことを目的とする連合会にあつては、その産業組合

連合会

二　前条の規定により産業組合から資産の譲受又は資産の譲受及び債務の引受をした組

合を会員とし、且つ、その産業組合を会員とする産業組合連合会の事業と同種の事業

を行うことを目的とする連合会にあつては、その産業組合連合会

三　消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号）第百四条の規定により産業組合

から消費生活協同組合となつた組合を会員とし、且つ、その産業組合を会員とした産

業組合連合会の事業と同種の事業を行うことを目的とする連合会にあつては、その産

業組合連合会

四　消費生活協同組合法第百六条の規定により産業組合から市街地信用組合となつた後

において更に前条第一項に規定する他の法律により市街地信用組合でない組合となつ

たものを会員とし、且つ、その産業組合を会員とした産業組合連合会の事業と同種の

事業を行うことを目的とする連合会にあつては、その産業組合連合会

２　前項（第二号を除く。）の場合には、前条第二項から第十項までの規定を準用する。

この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項、第四項及び第十項中

「第一項」とあるのは「第二条第一項」と、同条第二項から第四項までの規定中「産業

組合」とあるのは「産業組合連合会」と、「組合員」とあるのは「会員」と、「組合」

とあるのは「連合会」と読み替えるものとする。

３　第一項第二号の規定により連合会が産業組合連合会から譲り受ける資産の額のその産

業組合連合会の資産の総額に対する割合は、その産業組合連合会の会員たる産業組合に

つき前項において準用する前条第二項の規定を適用して算定した割合のうち、その産業

組合から同条の規定による資産の譲受又は資産の譲受及び債務の引受をした組合でその

連合会の会員たるものにつき同条第二項の規定により算定した割合に相当する部分の割

合をこえることができない。

４　第一項第二号の場合には、前条第三項から第十項までの規定を準用する。この場合に

おいて、同条第三項、第四項及び第十項中「第一項」とあるのは「第二条第一項」と、

同条第三項中「前項」とあるのは「第二条第三項」と、「産業組合」とあるのは「産業

組合連合会」と、同条第四項中「組合」とあるのは「連合会」と読み替えるものとする。

（有価証券移転税及び地方税の免除）

第三条　組合又は連合会が第一条又は前条の規定による資産の譲受により有価証券を取得

する場合には、有価証券移転税を課さない。

２　地方公共団体は、前項の資産の譲受により財産を取得する場合には、地方税を課する

ことができない。

３　消費生活協同組合法第百四条又は第百六条の規定により産業組合から消費生活協同組

合又は市街地信用組合となつた組合がその産業組合の財産を承継する場合には、前二項



の規定を準用する。

（登録税の軽減）

第四条　組合又は連合会が第一条又は第二条の規定により譲り受けた不動産又は船舶に関

する権利の取得につき登記を受けるときは、その登録税の額は、不動産又は船舶の価格

の千分の四とする。但し、登録税法（明治二十九年法律第二十七号）により算出した登

録税の額がこの法律により算出した税額より少いときは、その額による。

２　前項の不動産又は船舶の価格は、産業組合又は産業組合連合会の譲渡直前の帳簿価格

による。

３　消費生活協同組合法第百四条の規定により産業組合から消費生活協同組合となつた組

合がその産業組合から承継した不動産又は船舶に関する権利の取得につき登記を受ける

場合には、前二項の規定を準用する。

４　消費生活協同組合法第百六条の規定により産業組合から市街地信用組合となつた組合

がその産業組合から承継した不動産に関する権利の取得につき登記を受ける場合におけ

る登録税の算定については、第二項の規定を準用する。

（所管行政庁）

第五条　第一条及び第二条中行政庁とあるのは、第一条又は第二条の規定により協議を求

める産業組合又は産業組合連合会の区域が都道府県又は特別市の区域をこえる場合にあ

つては農林大臣、その他の場合にあつては都道府県知事又は特別市の市長とする。

附　則

この法律は、公布の日から施行する。但し、第三条及び第四号の規定は、この法律施行

の日前に消費生活協同組合法第百四条又は第百六条の規定により産業組合から消費生活協

同組合又は市街地信用組合となつた組合がその産業組合から承継した財産についても、適

用する。



理　由

　消費生活協同組合法の制定に伴い、産業組合及び産業組合連合会が解散することになつ

ているので、さきに農業協同組合が農業団体から資産を承継した場合等の例にならい、産

業組合又は産業組合連合会からこれと密接な関係を有する農業協同組合、農業協同組合連

合会等が資産を承継することを容易ならしめるとともにその資産の承継につき税の減免を

行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


